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     午前１０時００分  開議 

○議長（三浦清人君） おはようございます。ご苦労さまでございます。 

  本日も定例会であります。議員は奮起と勇気が大事であります。活発なご発言を期待いたし

ます。 

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三浦清人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において９番今野雄紀君、10番髙

橋兼次君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 議案第１２２号 工事請負契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第２、議案第122号工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第122号工事請負契約の締結についてご説

明申し上げます。 

  本案は、令和元年度稲淵漁港物揚場工事に係る工事請負契約の締結について、南三陸町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決に付すも

のであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第122号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、５ページをごらんください。 

  工事名、令和元年度稲淵漁港物揚場工事。 

  工事場所は、南三陸町歌津字館浜地先、稲淵漁港内です。 
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  工事概要は、平成30年度稲淵漁港物揚場工事に続き、物揚げ場延長68メートルのうち、物揚

げ場護岸を直立消波ブロック２段積みで延長39.7メートル及び物揚げ場の側面、取りつけ護

岸を重力式擁壁で延長22.2メートル整備するものです。あわせて、物揚げ場前面の漁港内を

水深２メートルにしゅんせつするとともに、物揚げ場背後に臨港道路幅員５メートル、延長

106メートルを整備いたします。 

  入札は、令和元年11月６日、制限つき一般競争入札で行いました。 

  入札参加者は、記載の１社です。 

  入札の執行状況等については、７から13に記載のとおりです。 

  工期は、本契約締結の翌日から令和２年３月31日までです。 

  ７ページに仮契約書を添付しています。ご確認願います。 

  ６ページは工事平面図です。青の着色が物揚げ場、緑の着色が臨港道路、水色の斜線の表示

が水深２メートルにしゅんせつする区域です。 

  以上で細部説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長によります細部説明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第122号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第３ 議案第１２３号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第３、議案第123号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第123号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成30年度伊里前小学校屋内運動場改築工事に係る工事請負変更契約の締結につい

て、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議
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会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、議案第123号、工事請負契約の変更について細部説明を

申し上げます。 

  本工事につきましては、６月定例議会におきまして工事請負契約の締結のご決定をいただい

ておりまして、６月18日に本契約を締結してございます。現在の工事進捗率は50％となって

ございます。 

  今回の変更につきましては２点ございます。１点目が、どんちょうの増工工事、２点目が消

費税改正に伴う増という内容でございます。 

  議案関係参考資料の８ページをお開き願いたいと思います。 

  本工事に伴いまして、ステージに幕が必要でございますけれども、約10種類の幕が必要とな

ってございます。予算の関係上、前回の工事の中には含まれておりませんでしたので、改め

て今回変更契約ということで増にするものでございます。この部分につきまして、消費税抜

きで315万円の増となります。消費税を込みますと346万5,000円でございます。 

  そのほかに、消費税が10月１日付で改正になってございまして、前回の契約では８％の計上

のみでございましたので、２％相当額を今回増額させていただきます。636万円ほどの増とい

うことで、合わせまして３億5,326万5,000円の工事費ということになります。 

  10ページに仮契約書がございますので、ご確認をお願い申し上げたいと思います。 

  それから、９ページがイメージ図でございまして、このたび増工する部分の幕でございます。

それぞれご確認をお願いしたいと思います。 

  以上で細部説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。７

番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） おはようございます。７番です。１点お伺いいたします。 

  この資料を見ますと、ステージの上に幕が四、五枚出てくるわけですけれども、それに伴っ

て今これが追加でなっていますけれども、ステージの幅というものは当初のままなのか、前

のステージと比べてどのぐらい幅があるのか。というのは、これをすることに、いいことな

んですけれども、一々隠れてステージを模様がえするということが、手間が省けていい考え



２７０ 

なんですけれども、伴ってこの幅も必要になってくるので、その辺はいかがなのかお伺いい

たします。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） ステージの幅につきましては既存のものと変わりませんし、幕につ

いても既存の体育館にあったものと同じものでございますので、外見上も実寸もほとんど変

わりがないということでご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 新しいイメージ図を見ると、今までよりも一幕、二幕ぐらい多くなって

いるのかなと思われますので使い勝手がいいかと思われますけれども、その辺の確認だった

んです、利用するのに。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） この伊里前小学校だけではなくて、町内７校の学校、多分同じよう

な仕様だと思います。 

  まずもって一文字幕、校章がついています。一番上に、長さが１メーターちょっとなんです

けれども、それを一文字幕と申します。これはどこの学校にもついてございます。 

  それから、源氏幕。ステージの一番前に来る袖幕のことでございます。これも各学校につい

てございます。 

  それから、いわゆるどんちょうですね。左右に開け閉めできるどんちょう。 

  それから、中幕ということで、ちょうどステージ中間に一つの幕がございます。後ろで準備

しながら、前面で演技ができるというものでございます。 

  それから、一番最後にバック幕というのがございまして、例えば、いろんな劇とか演劇をや

るときに役者さんが、本来であれば奈落といいますかステージの底を、下を移動できればい

いんですが、そうも限らないときはそのバック幕の後ろで移動ができる、またはバック幕の

後ろに何か背景を設置、演技しながら背景ができるというために必要になってきます。 

  それから、かすみ幕というのが１、２ございます。これは、天井の上に照明、さまざまな機

器がございますので、それが客席から見えないように隠すものでありまして、いずれこの幕、

10種類ございますけれども、現在も他の学校においても同じようなものが設置されています

ので、仕様的には同じでございます。ですから、新築の体育館、既存の体育館と外見上は何

ら変わりありませんし、機能的にも特に変化はございません。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。（「はい」の声あり）ほかに。９番今野雄紀君。 
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○９番（今野雄紀君） おはようございます。１点だけ伺いたいと思います。 

  先ほどの課長の説明で、９ページの図から幕に校章が出ているという、そういう説明があり

ました。そこで伺いたいのは、今回幕の分340万、以前の学校ですと源氏幕というあたりにど

こかの会社の名前があって寄贈されたようなあれもあったんですが、昨今こういったことは

なじむのかなじまないのか。そこで、今回この幕に対してどこかで寄附したいというような

申し出等なかったのかどうかだけ伺っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（阿部俊光君） 校章につきましては、このどんちょうに購入費用といいますか、

この中に含まれております。 

  それから、寄贈の関係でございますけれども、当てにはしておりませんでしたので、当初か

ら工事の中でどんちょうを購入して設置をするというつもりでございましたし、このように

なってございます。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） おはようございます。 

  この舞台で何か映画であるとか動画とかあるいはパワーポイントでの資料を投影すると、プ

ロジェクターを使って投影することがあろうかと思います。その場合に、このバック幕に投

影させるのかなと思うんですが、ちょっと９ページの写真を見ると縦じまでしま模様がつい

ていて、うまく投影できるのかどうかちょっとわからないのと、あと、８ページと９ページ、

色合いを見ますと、ちょっとこれはプリンターの関係かもしれないですけれども、色が濃か

ったり薄かったり微妙に違っていて、なるべく投影するスクリーンとしては白色に近いほう

がいいのかなと思うんですけれども、何か投影する場合、このバック幕に投影するのかある

いはそのバック幕の裏に白い壁があってそこに投影するのか。どんな感じでイメージされて

いますでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 本来は一番最後の幕、ホリゾント幕ということで、今議員がおっし

ゃるように投影用の幕をつけるのが一般的だろうと考えてございます。ただ、いろんな経費、

それから利用頻度を考えた場合、そこまで必要ないだろうということで、もしそういうこと

があれば、バック幕の一番最後の壁にそういう映像とか、あとは照明の効果を上げるために

使うようになると思います。今回のバック幕につきましてはこのように波打ったひだひだが

ついていますので、当然画像等は多分使えないという状況でございますので、ご理解をお願
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いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。10番髙橋兼次君。 

○10番（髙橋兼次君） おはようございます。 

  この関連になりますけれども、この議案が提出された際に、この改築の理由あるいはこれに

類するような、後々建設しなければならないそういうものに対して質問をしたところ、歌津

のもう一つの学校においても今後改築のニュアンスがあったようなわけでありますが、今回、

この台風19号の被害によりまして改築の方向性に影響があるかないか、その辺の説明をお願

いします。 

○議長（三浦清人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（阿部俊光君） ６月の議会のときに、そうですね、町長のほうから地域の皆様

に喜んでいただけるようにしっかり検討していきますという類いの答弁だったような記憶を

してございますので、この次の施設の整備の検討につきましては順次内部で今やっていると

いうところでございます。 

  また、台風によるそういった後への影響というものは、現時点ではございません。 

○議長（三浦清人君） 髙橋兼次君。 

○10番（髙橋兼次君） 当初内部で検討しているような方向で滞らないように進めていただきた

いとは思いますが、現場といいますか、学校あるいは父兄の間では財源的な心配をさせられ

るような説明等々があったようなことも話しているようでございます。ですから、間違いな

く進めていただくよう行っていただきたいなと、そのように思いますが、今後のその予定と

いいますか、計画等、今現在でわかる範囲でお願いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（阿部俊光君） 現在、来年度の予算を編成作業中でございまして、その中で、

その取り扱いにつきまして政策サイドと確認をしながら進めてまいりたいと思っております。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。あんだべかねえんだべか。（「なし」の声あり） 

  これより議案第123号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     日程第４ 議案第１２４号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第４、議案第124号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第124号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成30年度南三陸町立小中学校空調設備設置工事に係る工事請負変更契約の締結に

ついて、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、

議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、議案第124号の細部説明を申し上げます。 

  今回の変更につきましては消費税の改定に伴う部分のみでございまして、消費税抜きで２億

6,500万円の工事でございましたので、その２％に相当する530万円を増額とするものでござ

います。 

  なお、工事につきましては小中学校７校合わせて115台のエアコンを設置する工事でござい

ますが、エアコン、それからそれに伴う諸施設につきましては既に設置を終了してございま

す。現在はその動作確認という段階に来ておりますので、間もなく完成になるかと考えてご

ざいます。 

  以上で細部説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） これより質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第124号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     日程第５ 議案第１２５号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第５、議案第125号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第125号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成29年度石浜漁港海岸防潮堤設置等工事に係る工事請負変更契約の締結について、

南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の

議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 細部説明を求めます。建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第125号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、14ページ、仮契約書をごらんください。 

  工事名、平成29年度石浜漁港海岸防潮堤設置等工事。 

  工事場所は、南三陸町歌津、石浜漁港内です。 

  また、本年３月の変更契約で追加いたしました陸閘の浮体式起伏ゲートの製作は、他の漁港

分も含め同時期に集中し、当時の見込みよりおくれるため、工期を令和３年３月19日までと

いたします。 

  12ページに主な変更内容、変更額等を記しています。 

  石浜平棚防潮堤工事につきまして、現地精査の結果、被覆ブロックや側溝などの数量が変更

となることで、1,300万円の増額。 

  平棚船揚場について、地元との調整の結果、滑り材の設置延長が増となることで、1,900万

円の増額。 

  今年度、平棚臨港道路と平棚用地の事業化が認められましたことにより、本工事に新たに追

加することで、それぞれ800万円、1500万円の増額。 

  以上、合計5,800万円の増額です。 

  13ページは工事平面図です。各施設や施工箇所の位置などをご確認願います。 

  以上で細部説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。10
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番髙橋兼次君。 

○10番（髙橋兼次君） １つ確認をさせていたただきたいと思いますが、平棚の工事現場、これ

は震災前からいろいろとやってきておるわけですが、これを請け負っている業者も現在同じ

業者なんですが、この工事をする際に使用した町道がかなり傷んできております。途中、い

ろいろと修復しながらやってきているんだろうと思いますが、当時、工事が終わった際には

業者の責任において整備するんだというような話も聞いておったんですが、その辺あたり、

どのように進捗しているか。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 地元の皆様には工事用道路として町道等を使わ

せていただくなど、いろいろとご不便あるいはご迷惑をおかけしているかと思います。ただ

いま議員ご指摘のとおり、工事が終了いたしました時点で、そういった道路等の復旧につき

ましては責任を持って対応させていただきたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 髙橋兼次君。 

○10番（髙橋兼次君） 修復する際には、相当この上部といいますか、この上のほうまで大型車

がいろいろ通行して傷んできておりますので、一部分ではなくて全面的にやる必要があるか

と思うんですが、その辺はいかがですか。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 工事で使用させていただいた区間、これにつき

ましては責任を持って対応させていただきます。あとは現地を確認させていただきまして、

あわせてその時点で復旧等あるいは修復等行うような必要がある箇所につきましては、別途、

町のほうで対応させていただきたいと考えます。 

○議長（三浦清人君） 髙橋兼次君。 

○10番（髙橋兼次君） ここだけではなくて、工事をする際に使用した町道の修復、以前からい

ろいろと意見が出ておったようですが、先般の中央要望の際に、２年度中に町道の修復も含

まれているような、そんな話を耳にしたんですが、その後そのような、国といいますか県と

いいますか、そのような通達というか情報等など入ってきておりませんかね。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 復興事業に伴い損傷した道路についての復旧といいますか、補修に

ついては交付金の中で認められている部分もございます。この根拠とすれば、道路法の中に、

道路を損傷した場合は損傷した方に直していただくと、簡単に言えばそういう規定がござい
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ます。復興、要は防集団地が多分大きいとは思うんですが、大分残土を地区外に運搬をして

ございます。当然、当初、道路計画をするときに想定した台数をはるかに超えるものが通行

してございますので、そこが原因であれば、その事業の中で補修をしていただくと。ただ、

問題なのが、町の防集団地造成事業以外の交通も多々ございますので、犯人を捜すというと

言葉は悪いんですが、犯人捜しをして、それを確定できた部分のみ国は認めていると。でご

ざいますので、そういうところは今予定をしてございます。 

  ただ、石浜について、非常に申し上げにくいんですが、震災前から実はかなり傷みがあった

と。当然、平棚の工事が始まる前も結構クラックが発生していると。業者も養生しながら使

っていたと。ただ、余りにもひどいので、地域貢献といいますか、地域の皆様にご協力をい

ただきながら工事をしているので、その部分は企業としても応援をしたいという申し入れが

ございまして、当然、全て企業、全てが町ということではございませんので、いずれ工事が

終了した段階で、それぞれ地元の皆さんも含めながら、道路点検をしながら、全面打ちかえ

がいいのかオーバーレイがいいのか、その辺も含めて協議する必要があると考えてございま

す。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ２点ほどお伺いいたします。 

  １点目はこの平棚のほうなんですけれども、平棚地区、来年からワカメの節が始まるわけな

んですけれども、その工事に支障がなく、地元民と工事の整合性をとってやっているのかお

伺いいたします。 

  それともう一点は石浜の漁港のほうなんですけれども、船揚げ場のほうで、２号避難道路と

して階段工数量の増とありますけれども、今までのものが何段で不足で、幾らを追加するの

か、そしてまたそれがこの段数で確実に上まで避難できる工事に完成できるのかどうか、お

伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 石浜漁港に限らず、地元の皆様がこの漁港を使

用する際、当然工事等調整が必要になってまいります。ご指摘のような、例えばワカメの作

業の繁忙期等につきましては、当然調整をさせていただきながら、地元の皆様のご利用を優

先で工事は進めてまいりたいと考えております。 

  それから、石浜地区の避難路の階段工でございますが、延長で約24メートル追加いたします。

これによりまして、所定の高さ、場所まで避難路を確保することになります。 
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○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） この地区はワカメで１年間の生計を立てているといっても過言でないぐ

らい、ワカメの節には忙しくなる地域ですので、特に地元の業者さんなので、その辺は抜か

りないと思われますけれども、なおそこは注意して進めていただきたいと思います。 

  それから、24メートルの避難道の確保ということなんですけれども、大変申しわけないんで

すけれども、この図面でいうと階段の避難道の位置が、道路がグリーンということで、見え

づらいんですけれども、もう一度この場所を。 

  あと、今までこの設計、これで24メーターなんですけれども、今までは何メーターあったの

か。増額と、階段工の数量の増とありますけれども、その辺のご説明をもう一度お願いいた

します。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 避難路の延長といたしましては181.7メートル

を計上しておりましたので、追加分24メートルということでご理解いただきたいと思います。

（「場所」の声あり） 

  場所ですか。場所につきましては、13ページの工事平面図の中で、下部に黄色でちょっと帯

を着色しております。この辺りが避難路の施工箇所ということになります。 

○議長（三浦清人君） 今、３回目。まだあるの。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） この漁集施設という黄色いところだと思うんですけれども、これ、現地

を毎日見ているわけではないんですけれども、かなりの高低差のある崖っ縁と、私的に、個

人的に言うと崖っ縁になっているところなのかなと推察されますけれども、避難道としてこ

こを上に上がって、上までこの24メーターで届くのか。上がどういう、避難しても大丈夫な

ようになっているのか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 先ほどもご説明いたしましたように、避難路自

体の延長は当初の設計におきまして180メートル余りを計上しておりました。さらに今回24メ

ートルを追加することにより、全体といたしましては約200メートル強の避難路となります。

したがいまして、今議員ご指摘のようにかなり急な崖といいますか、急な施工箇所になりま

すが、ここは階段でもって避難していただくということでございます。漁集用地として整備

しております避難道につきましては、基本、歩いてあるいは駆け上っていただくということ

が前提になっておりますので、結構急な坂あるいは階段等の整備ということになってまいり



２７８ 

ます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） この間、戸倉のカキ部会のほうで祝賀会があって、私も参加しました。

そのときに漁民の方に聞かれたんですが、今後町のほうで防潮堤整備が進む中であって、今、

前者が防潮堤の階段ということで説明を受けられましたが、この防潮堤に階段をつくる基準

というのはあるんでしょうか。とりあえず漁港から防潮堤を超えて背後地に行く場合の、そ

ういった基準というのがあったら教えてください。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 従前のようないわゆる人が操作する横引きのス

ライドゲート、こういった場合はあらかじめ、例えば高潮、それから津波等の襲来が予測さ

れる場合は、事前にゲートを閉めることになります。したがいまして、そういったときには

ゲートを閉められてしまいますと、海側から内陸側に向けていわゆる徒歩等での避難の経路

が確保できなくなりますので、そういった場合には、通常、陸閘付近に階段等を整備してい

たかと思います。 

  しかし、今回、南三陸町におきましては陸閘部分のいわゆるゲートにつきましては起伏式の、

いわゆる海面の上昇に伴いましてゲートが立ち上がってくるということでございますので、

いわゆる高潮あるいは津波等の襲来時になって初めてゲートが閉められることになります。

したがいまして、それまでの間は常にゲートは開いた状態になりますので、その陸閘部分か

ら避難していただくということで、特に階段を設ける必要はございません。ただし、定期点

検等で人為的にそのゲートを閉めてしまうことがございます。そういったときに、漁港をご

利用の方々が防潮堤を超えて行き来をしたいという場合もあろうかと思いますので、管理用

の階段ということになりますが、陸閘付近に今後も階段を整備していきたいと考えておりま

す。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 志津川地区の袖浜にも立派な、すばらしい堤防ができましたが、あそこ

ですと陸閘という、例えば水が上がってきたときに、高潮が来たときに上がり下がりするよ

うな物はないんですが、基本的に袖浜を見た場合に階段が３カ所設置されています。そして、

あと高台にある道路もあります。そういった堤防が、今後やっぱり地区地区に出てくると思

いますが、全てが階段をつくるというような方向で防潮堤を整備するということではないの

かなというような話を、この間、漁民の方に聞きました。そして、漁民の方が、高齢となり
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車が運転できないとか、狭い高台に上る道路に集中した場合に、そこで渋滞が発生した場合

が心配なので、徒歩で上がる階段もやっぱり整備してほしいというような漁民、住民の希望

があった場合は、町のほうでそれに対応してくれるのでしょうか。その辺、お聞かせくださ

い。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 先ほど車で避難されるというようなご意見、ご

指摘がございましたが、基本的に今回のいわゆる漁業集落整備機能強化事業で整備いたしま

す避難道といいますのは、漁港直近の山ですとかあるいは小高い所への避難ということです

ので、先ほど申しましたように車での避難ということを前提に整備するものではございませ

ん。いわゆる避難路につきましては。ただ、それ以外のいわゆる旧の集落内の町道とかある

いは臨港道路、こういったものにつきましては必要に応じて集落機能強化事業でもちまして

拡幅整備等は行っております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 南三陸町内の防潮堤の設計というのは大体もう決まって、これからこう

いった議決案件として出てきて工事が始まると思うのですが、そういった中で、うちのほう

の堤防は階段がないんだというような話も聞きます。できれば、漁民、そして地域住民が海

で生活するのにぜひここに階段をつけてほしいというときには、私は町民の希望にこたえら

れるような防潮堤整備でなくてはいけないと思います。後でといった場合にはやっぱりでき

ないので、防潮堤をつくるときに階段も一緒に整備する。それは住民、漁民の希望に沿った

形で町にはお願いしたいと思いますが、このような希望があった場合には町として応えられ

るのでしょうか。最後にお願いします。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 現場を預かります立場といたしましては、まず

はお話はお伺いさせていただきます。ただし、条件、状況によりまして、全てにお応えでき

るというのはこの場では確約はできません。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第125号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。 
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第６ 議案第１２６号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第６、議案第126号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第126号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成29年度館浜漁港海岸防潮堤設置等工事に係る工事請負変更契約の締結について、

南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の

議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第126号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、17ページ、仮契約書をごらんください。 

  工事名、平成29年度館浜漁港海岸防潮堤設置等工事。 

  工事場所は、南三陸町歌津、館浜漁港内です。 

  また、先ほどの議案第125号と同様、本年３月の変更契約で追加いたしました陸閘の浮体式

起伏ゲートの製作が当時の見込みよりおくれるため、工期を令和３年３月19日までといたし

ます。 

  15ページに主な変更内容、変更額等を記しています。 

  防潮堤工事につきまして、現地精査の結果、既設構造物の取り壊し及び撤去の数量の増、工

事の支障となります電柱の移設本数の増及び工事のための仮設道路を追加施工することによ

り、2,500万円の増額。 

  取付道路について、現地精査の結果、ガードレールと補強土壁工の数量が減となることによ

り、3,700万円の減額。 

  以上、合計1,200万円の減額です。 

  16ページは工事平面図です。各施設や施工箇所の位置等をご確認願います。 
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  以上で細部説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長によります細部説明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ここの現場は現在通行どめでやっている現場だと思われますけれども、

この館浜の魚竜化石が奥のほうにあるわけですけれども、この工事に伴ってその影響という

ものがあるのかないのか。これは令和３年、来年、再来年までの工事だと思われますけれど

も、その辺の関係をお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 参事はちょっと地元のほうがあまり詳しくないところがございます

ので、私のほうから。 

  いずれ漁港を使いながらこの工事をさせていただく予定でございます。ですので、そこは業

者と、それから地元の方と協議しながら、必要な (聴取不能) については順次確保してい

くということになるかと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第126号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第７ 議案第１２７号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第７、議案第127号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第127号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成29年度細浦漁港海岸防潮堤災害復旧等工事に係る工事請負変更契約の締結につ

いて、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、

議会の議決に付すものであります。 
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  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 細部説明を求めます。建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第127号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、20ページ、仮契約書をごらんください。 

  工事名、平成29年度細浦漁港海岸防潮堤災害復旧等工事。 

  工事場所は、南三陸町志津川、細浦漁港内です。 

  18ページに主な変更内容、変更額等を記しています。 

  査定番号6143号防潮堤工事について、支持地盤が当初の計画より深く、地盤改良範囲がふえ

ることおよび函渠工、砂止工、洗堀防止工を追加することにより、２億3,400万円の増額。同

じく水門・陸閘工につきまして、水門のゲート形式をフラップ式に変えることにより、4,300

万円の増額。 

  査定番号6064号西田物揚場について、防舷材の劣化が激しく再利用できないことが判明いた

しましたので、500万円の増額です。 

  以上、合計２億8,100万円の増額です。 

  19ページは工事平面図です。各施設や施工箇所の位置等をご確認願います。 

  以上で細部説明としたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。９番今野雄紀

君。 

○９番（今野雄紀君） １点だけ伺いたいと思います。 

  18ページ、査定番号6143の先ほど説明があったんですけれども、２億3,400万、これの内訳

というか、もしおわかりでしたら伺っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） まず、先ほど申しました地盤改良の施工範囲が

増加することによりまして、約２億3,400万円の増額です。それから、それ以外に……、失礼

しました。地盤改良の範囲の増加によります増額は、２億1,200万円でございます。 

  それから、先ほどもご説明いたしました函渠工、これはいわゆる水を流すためのボックスカ

ルバートになりますが、延長約26メートルで、1,600万円の増額です。（「一千何ぼ」の声あ

り）1,600万円。（「前のやつの土地地盤……」の声あり）地盤改良範囲の増によります増額

は、２億1,200万円。（「それさ。そして今のやつは……」の声あり）２億3,400万円は間違
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いでございました。全体、合計額２億3,400万円でございますので、その内訳ということで、

地盤改良工の増加によりますのが約２億1,200万円、それから函渠工を追加したことによりま

して1,600万円、砂止堤を追加したことによりまして200万円の増加、洗堀防止工を追加した

ことによりまして約400万円の増加。以上、合計２億3,400万円の増加ということでございま

す。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 再度、もう一回だけ伺いたいと思います。 

  その地盤改良２億1,200万、範囲はどれぐらいなのか、そこだけ伺っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 範囲といたしましては、19ページ、施工平面図

をごらんいただきまして、赤く着色しておりますのが防潮堤の施工場所でございます。その

うち、右側から中央にかけて幅広く赤く着色しておりますが、この辺りが大体地盤改良工の

対象範囲となります。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今の説明であれしたんですけれども、範囲という、平米とかではあらわ

せるのかどうか伺っておきたいと思います 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 平方メートルですか。面積といいますか、当然、

防潮堤の堤体の下部でございますので、そうですね、これが延長が全体で500メートルほどの

うち、地盤改良を必要とします延長は約300メートル強、350メートルほど必要になってまい

ります。例えば堤体の幅が10メートルといたしますと、約3,500平方メートル。当然、地盤改

良でございますので、いわゆる鉛直方向、深さのほうがどの深さまで地盤改良を施すかとい

うことが重要になってまいります。大体このあたりですと深さ的には約10メートルほど地盤

改良を施すことになってまいります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） １点ほどお伺いいたします。 

  前者に引き続きまして、第１回の変更をかけて、今回は第２回目の変更なんですけれども、

地盤改良範囲が増加するということなんですけれども、１回目でその辺はわからなかったの

か。２億という額は、これはかなりの額の増額なんですけれども、設計する段階なのか、今

ここで工事する段階に来ていますけれども、地盤改良が増額になりますよということは、ど
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この段階でこれが見えてくるのか。ちょっと私素人なものですからその辺はわからないんで

すけれども、１回目でそれがわからなかったのか。なぜ、今ここに来てまた２億も出して増

額しなければならなかったのか。その要因はどこにあったのか、お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 今回の地盤改良につきましては、先ほども申し

ましたが平面的な増加ではございませんで、深さ、いわゆる地盤改良を施す深さが当初の設

計、想定よりも約２メートル余り深く改良を施す必要があると判明いたしましたので、増工、

増額になるものでございます。 

  また、そういったことが判明する時期でございますが、当工におきましては、まずは西田物

揚場のほうの工事を先行いたしておりました。その後、防潮堤本体に取りかかっておるわけ

でございますが、請け負った業者といたしましては、地盤改良、かなりの高額の施工になっ

てまいりますので、資材の調達等のこともございますので、あらかじめ業者が独自に調査の

ボーリングをいたしまして施工範囲というものを確定しておるところでございます。したが

いまして、第１回変更時点ではまだこの地盤改良工に着手しておりませんでした。今回地盤

改良工に着手するに当たり、請負業者が調査ボーリングを行った結果、当初設計よりも深い

ところまで改良を施す必要があると判明いたしましたので、国、県とも協議の上、このよう

に変更するものでございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 私の素人考えなんですけれども、設計の段階でそこまでして設計しなけ

れば見えるものも見えてこないのではないかと思われますけれども、工事、ここ細浦だけで

なくて、では全体的に地盤が工事する瀬戸際になってそれが見えてくるものなのか。その辺

ちょっと腑に落ちないんですけれども、どういうわけかご説明願います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） いわゆる調査設計段階で、当然地面よりも下の

話ですので、調査ボーリングを行わないと下のことは見えないというか、わかりません。し

たがいまして、事前に調査ボーリングをやっておりますが、おおむね100メートルないし200

メートルに１カ所というような割合で、設計段階ではそういうボーリングをやっております。

ただ、ここはいわゆる地盤改良ということで、土の中にセメントのようなものを混ぜ込んで

地盤を強化する施工を行っておりますが、それ以外にもいわゆるくいを打設するような箇所

もございます。そういったときには、やはりくいの長さを決めたり、あるいはこの現場のよ
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うに改良範囲を特定するために、やはり請け負った業者の方々は追加のボーリングをより密

に調査を行って、施工の範囲というものを決めた上で工事に係るというのが通例でございま

すので、なかなか調査設計段階では十分にわからなかったことも施工段階で明らかになると

いうのは、工事を進めていく上では多々あることでございます。できるだけそういったこと

がないように事前の調査ができておればいいわけなんですが、十分に行われない場合も多々

あるとご理解いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 何千万もという設計料をかけて工事するわけですので、我々は皆国民が

復興税を納めていますけれども、復興だから復興だからと、そういうふうに目を今後とも光

らせて、なるべく最小の経費で最大の効果を上げるというようなことを考えていただきなが

ら進めてもらいたいと思います。 

  以上、終わります。 

○議長（三浦清人君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第127号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩をいたします。再開は11時20分といたします。 

     午前１０時５９分  休憩 

                                            

     午前１１時１８分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  ６番佐藤正明君より退席の申し出がありましたので、許可いたします。 

                                            

     日程第８ 議案第１２８号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第８、議案第128号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第128号工事請負変更契約の締結について
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ご説明申し上げます。 

  本案は、平成29年度清水漁港海岸防潮堤災害復旧等工事に係る工事請負変更契約の締結につ

いて、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例に基づき、

議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第128号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、23ページ、仮契約書をごらんください。 

  工事名、平成29年度清水漁港海岸防潮堤災害復旧等工事。 

  工事場所は、南三陸町志津川、清水漁港内です。 

  また、桜川河口付近の堤防の法線が従前のものから変更され、堤外地に国及び南三陸町の土

地が残ることになり、それらと導流堤計画の整合を図るため関係機関との協議に時間を要し

ましたことから、工期を１年延ばし、令和３年３月19日までといたします。 

  21ページに主な変更内容、変更額等を記しています。 

  査定番号6144号防潮堤工事について、現地精査の結果、地盤改良範囲がふえること、堤体の

盛り土材を購入土から流用土に変えることにより、4,300万円の増額。同じく、水路の施工時

に排水処理をポンプによる強制排水にすることにより、400万円の増額です。 

  漁業集落防災機能強化事業の避難路整備工事について、避難先と見込んでいました区域が急

傾斜地危険区域であることが確認されたため、計画を見直すこととし、400万円の減額です。 

  以上、合計4,300万円の増額です。 

  22ページは工事平面図です。各施設や施工箇所の位置等をご確認願います。 

  以上で細部説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。９

番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 査定番号6144、また防潮堤の工事について伺いたいと思います。 

  地盤改良工事ということで、さきの議案でもあったんですけれども、大金かかるようなんで

すが、ここには増額分と減額分しかないので、それぞれの金額がおわかりでしたら伺ってお

きたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 
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○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） まず、地盤改良工につきましては、地盤改良の

ボリューム、体積が４万7,200立方メートルから５万1,500立方メートルに、約4,300立方メー

トルふえることによりまして、9,600万円の増額です。 

  それから、先ほどもご説明いたしました堤体で利用いたします土を購入度から流用土に変更

することによりまして、全体体積約２万6,200立方メートル分につきまして、約１億1,600万

円の減額となります。 

  それ以外にも階段工が１カ所ふえます。それは先ほどご説明いたしました漁業集落防災機能

強化事業におきまして、避難路の工事を廃工、取りやめることによります。そのかわりとい

たしまして、防潮堤を駆け上がることができるように階段を１カ所整備いたします。そうい

ったことによりまして、約1,700万円の増額となります。それ以外にも、基礎捨て石等々のボ

リュームがふえましたことにより、1,700万円の増額。合わせまして、全体で、防潮堤工事に

つきましては4,300万円の増額となってまいります。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 大体わかったんですけれども、購入土について伺いたいと思います。 

  それで、流用土と購入土の違いというか、普通、何ていうんですか、いっぱいある、高野会

館の前にあるようなああいったやつは、もし使うとなると購入土になるのか流用土になるの

か、その違いを伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 今回南三陸町におきましては、いわゆる集団移

転事業でもって山を削って高台を造成してということで、かなりな量の土が発生しておりま

す。できる限り防潮堤工事等につきましてはそういった土を利用するということになってま

いりますが、当初設計におきましてはどれぐらい利用できるか、また流用土と申しましても

全ての土がそのまま使えるという保障はございません。土の性質によりましては改良を加え

て強度が増すような、そういった加工作業も必要になってまいります。そうなりますと、必

ずしも購入土、新しい土を買ってくるよりも、流用土、他の現場で発生した土を使う場合が

高くなるといったことも考えられます。といったことから、今回防潮堤工事におきましてす

べからく当初設計では購入土でもって設計しております。現場近くで他の現場で発生した土

が仮置き等されておりまして、それらが無理なく使えるということが判明した時点で流用土

に切りかえているというところでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 



２８８ 

○９番（今野雄紀君） その流用土に対してわかりましたけれども、今回こういった21ページの

議案なんですけれども、やはり１億以上の増減があるので、変更かもしくは金額の欄にそれ

を明記するべきだと思うんですけれども、今後こういったことができるのかどうか伺ってお

きたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 今後できる限りわかりやすく皆様方に情報提供

するという観点から、しかるべく対応させていただくようにいたします。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。２点ほどお伺いします。 

  １点は関連なんですけれども、現在の志津川にかかっている橋ができておりますけれども、

防潮堤などの関係で多分開通が遅れていると思われるんですけれども、その辺の内容と、多

分荒砥、そちら方面に行く人たちが旧清水小学校、そちらのほうを回っていかなければいけ

ないような状況で、大分不便を来させている状況でございます。それが１点と、それから取

りつけ道路ですね。もちろん防潮堤が終わっていないんですけれども、あそこを変則的にア

ップダウン、上がったり下がったりして荒砥に通じる道路ができていますけれども、あれは

今後漁港ができれば、防潮堤ができればあの高さが変更になるのか、あのままで、現道でい

くのか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 県道につきましてはあれで完成ということでございますので、県道

の縦断計画が大きく変わることはないものと思われます。 

  大変申しわけありません、１点目の橋の位置がちょっとわからないものですから、大変恐縮

ですが位置等……清水ですか。清水の橋。（「清水の」の声あり）いや、通行は可能となっ

ていますけれども。なっています。 

○議長（三浦清人君） ほかに。２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 済みません、ちょっと１点確認させていただきたいんですが、22ページ

の平面図で、左下に赤色で防潮堤、青色で漁港施設、緑色で道路とあるんですが、その下に

黄色で、文字がちょっと読めないんですけれども、これは何て書いてあるんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 大変失礼いたしました。漁業集落防災機能強化

事業ということで、いわゆる黄色で着色しておりますのは水産関連用地として、いわゆる漁
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集事業でもって整備するところでございます。今後気をつけます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第128号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

     午前１１時３０分  休憩 

                                            

     午前１１時３１分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  ６番佐藤正明君が着席しております。 

                                            

     日程第９ 議案第１２９号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 次に、日程第９、議案第129号工事請負変更契約の締結についてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第129号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成29年度折立漁港海岸防潮堤左岸災害復旧等工事に係る工事請負変更契約の締結

について、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づ

き、議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第129号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、26ページ、仮契約書をごらんください。 

  工事名、平成29年度折立漁港海岸防潮堤左岸災害復旧等工事。 



２９０ 

  工事場所は、南三陸町戸倉字折立地内外でございます。 

  24ページに主な変更内容、変更額等を記しています。 

  査定番号6150号防潮堤工事について、設計どおりの工法では抜けないかたい地層が現地で確

認されましたことから、地盤改良工法を変更することにより、６億2,600万円の増額。 

  新設の防潮堤工事について、被覆ブロックを現場打ちから工場製品に変えることにより、

4,200万円の増額です。 

  以上、合計６億6,800万円の増額です。 

  25ページは工事平面図です。各施設の位置等をご確認願います。 

  以上で細部説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。９番今野雄紀

君。 

○９番（今野雄紀君） 動議と申しますか、今回この案件、前にも折立の防潮堤で十何億という

変更の案件がありました。今回もこの20億相当の防潮堤、約30％ぐらいの６億もの増額です。

議会としてこの議案、現地確認をして、しっかりした審議をお願いしたいと思います。お取

り計らいのほどお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） ただいま現地を確認したいという動議がありまして、賛成者がありまし

たので、動議は成立いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

     午前１１時３５分  休憩 

                                            

     午前１１時３５分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  それでは、現地を見ることにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。 

  よって、現地を調査いたします。その間、暫時休憩いたします。再開は終わり次第になりま

す。 

     午前１１時３７分  休憩 

                                            

     午後 １時３８分  再開 
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○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き、議案第129号の質疑に入ります。質疑願います。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 及川です。 

  ただいま現地を確認に行ってきました。そういう中で、現実、状況というものが、我々は中

に岩盤があったということで、それがあるのかなと見に行ったわけですけれども、それがな

くて、議決前に工事が進められているということに驚きを覚えてきました。そういうことが

あってはならないのではないかなと思われますけれども。ここに議員必携、議員必携には、

議会が持つ２つの使命、具体的な政策の最終決定と行財政運営の批判と監視を完全に達成で

きるよう、議会の一員として懸命に努力することが議員の職責であると議員必携にありまし

たけれども、それを考えると、やはりこの事実ということは遺憾だなと思うわけです。その

内容ということは急ぐからだというような言いわけでしたけれども、急ぐ気持ちはわかりま

す、復興事業をしているということで。その辺の事実が、議会の承認を得ないでやっていた

というところ、もう一度ご説明願います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） ただいまのご指摘、そのとおりでございます。

全くもって私どもの不手際といいますか、先走ってしまったということが、今回、議会軽視

のそしりを受けることに発展してしまいまして、まことに申しわけございませんでした。 

  だだ、私どもの気持ちといたしましては、議員ご指摘のとおり、何とか工期内におさめたい

というその一心でございます。また、今回地盤改良機、一度返しますと、次回また機械を調

達するのに相当な時間を要するということもございましたので、今回は私の判断でこの現場

を進めたということで、全くもって申しわけございませんでした。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 今、町内では至る所で防潮堤工事をしておりますけれども、そのほかに

もこういう事例があるのかなと疑わざるを得なくなりますけれども、その点についてはどの

ようなお考えでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 今回の設計変更の中でもご説明いたしましたい

わゆる変更理由といたしまして、現地調査、現地精査の結果、数量の異動、変更があったの

で、金額の異動が生じると。こういったことにつきましては、まことに申しわけありません

が、最終の出来高精算のときというようなことで現場が先行することもございます。ただ、
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それ以外の大きな変更につきましては従来の災害復旧事業の手順に従いまして、まずは国、

県との協議を調えて、それから現場を施工していくという、これは遵守しております。した

がいまして、事の大小により使い分けをすることがあるというのが現実ということで、この

記載につきましてはご了承いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、何点か伺いたいと思います。 

  まず第１点目なんですけれども、この６億2,000万の、先ほど私たち現地調査したんですけ

れども、あんまりさほどの距離もなくて、そういったところに６億2,000万という工事内容、

その機械リース初めいろいろあるんでしょうけれども、その内容をもしおわかりでしたら、

大雑把なところでもよろしいですので伺いたいと思います。 

  あともう一点、今回のこの案件に関して、先ほど同僚議員も言ったんですけれども、26ペー

ジのこの仮契約書が出ているんですけれども、これは仮契約書のままでいいのかどうか、そ

の点だけ伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） ９番、仮契約書の何ですか。 

○９番（今野雄紀君） 工事が済んでいて、仮契約書が……（「はっきりはっきり、聞こえない」

の声あり）先ほど現地調査をいたしましたら、ほぼほぼ工事が完了しているということだっ

たものですから、今回この26ページの仮契約書というのはどういう趣というか、スタンスな

のか、確認させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） まず、６億2,000万の工事内容ということでご

ざいますが、全て地盤改良に６億2,000万、当初設計よりも余計に必要になったということが

ございます。その地盤改良の内容につきましては現地でもご説明いたしましたが、現地に穴

をあけながら、その現地の土と、それからいわゆる改良剤、雑駁に言いますとセメントのよ

うな物をまぜながら地盤を改良していくという、そういう工事内容でございます。 

  それから、現地が進んでいながら仮契約書という、どういうことかというご指摘ですが、こ

れは原契約の内容と現地、これから施工、既に一部施工しておりますが、その施工する内容

が異なりますので、改めてこれから進めていこうとしている設計内容に基づいた契約を結び

直すというのが今回の変更契約、議会のご承認をいただく前の仮契約という、そういう位置

づけでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 
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○９番（今野雄紀君） 今説明があったんですけれども、穴をあけながらというこの６億2,000

万の具体の、機械リースが幾らとかそういったやつは出せているのか。そこのところをお話

伺ったんですが。工事内容は先ほど現地に行って、担当の方からもう説明いただきましたの

で。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 当然、設計に基づいた、施工方法に基づいた工

事積算はしております。ただ、手元に積算書がございませんので、そういった詳しい内訳と

いうことになりますと、少々お時間をいただいて、また積算書を持ってまいります。 

○議長（三浦清人君） 参事、すぐにその積算書は取り寄せることできますか。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 事務所にございます。 

○議長（三浦清人君） では、暫時休憩します。 

     午後 １時４７分  休憩 

                                            

     午後 １時５９分  再開 

○議長（三浦清人君） それでは再開いたします。 

  建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） それでは、地盤改良の金額ということでござい

ます。 

  当初は、ちょっと専門的な用語を使いますが、ＣＤＭ工法という、いわゆる地盤改良工法を

設計では使っておりました。その際の金額は４億8,200万円でございました。今回かたい層が

見つかったということで、エポコラムタフという施工方法を使っております。一部、そのエ

ポコラムタフでも抜けない層がございますので、そこにつきましては別途、折立右岸と同様

にオールケーシング工法という補助工法を用いながら当初設計のＣＤＭ工法で施工するとい

うことで、その二通りの施工方法を採用しておりますが、それらの合計金額が８億2,700万円

ということでございます。差額約３億4,500万円ございます。これに諸経費を足し込みますと、

今回お示ししておりますような６億余りという、そういう増額になるというものでございま

す。それ以外にも機械の運搬・組み立て・解体と、こういった費用もございますが、これは

さすがに億とまではいかななくて、約数百万円の金額は発生しているというところでござい

ます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 
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○９番（今野雄紀君） 今、課長より説明があったんですけれども、８億幾らかかって、それで

６億幾らのあれが出たんですけれども、その工法というのは１つのパッケージみたいになっ

ているのか、普通は機械のリース代だとか、何かまぜるセメント代だとか原材料費とか、あ

と働く人の人件費だとか、そういった部分があると思うんですけれども、このトータルの、

工法は教えていただいたんですが、もう少し詳しく。何せ先ほど見たところでも、何ていう

んですか、それなりの広さのところだったので、もう少し詳しく伺いたいと思います。もし

伺えるんでしたら。いろいろ入札関係でまずいというんでしたら大丈夫ですけれども。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 地盤改良のその深さによってそれぞれ施工単価

というのが微妙に変わってまいりますので、一例でご説明申し上げます。 

  今回行います人件費といたしまして、土木一般世話役特殊作業員、普通作業員、こういった

方が地盤改良１本当たり約0.8人必要になります。これらの合計金額が約1,800円ほどになり

ます。失礼しました、１万8,000円、人件費が１万8,000円。それから、先ほども申しました

地盤改良材といたしましてはセメントを現地の土とまぜ合わせますので、それが１本当たり

約2.45トン必要になりまして、その金額が約２万8,000円。それから機械、いわゆる機械の運

転費、これが１本当たり約14万円で、それ以外にも先ほど申しましたセメントをまぜ合わせ

るといったことで、いわゆる小さなプラントをそこに持ってまいりますので、その運転経費

が１本当たり約１万6,000円となります。それ以外に、いわゆる現場での諸雑費ということで、

それらが、これはおおむね今申しましたような人件費、ですから、施工機械の経費の約30％

を計上しておりますので、それが約５万円ということになります。それがおおむねの内訳と

いうことになります。（「議長」の声あり） 

○議長（三浦清人君） はい。 

○９番（今野雄紀君） 今、単価あれしたんですけれども、私…… 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今、その単価を伺ったんですけれども、実際トータルでかかった金額と

いうのは多分その本数を掛ければわかるんですが、この場ではその掛けた資料のある金額は

伝えられるのか、伝えられないのか。もし伝えられるんでしたら、そのトータルの金額を伺

っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 申しわけございません、昨今の積算資料と申し
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ますのは、その地盤改良１本当たり幾らという内訳はございますが、先ほどご指摘のとおり、

あとはそれの施工数量を掛け合わして金額を出しておりますので、計算しろとおっしゃるん

であれば10分少々お時間をいただいたら計算してお伝えしますが、今申しましたのがおおむ

ねの機械、人件費、それから資材等々の内訳ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、その計算わかりましたので、具体の本数だけ伺っておきたいと思

います。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） トータルで申しますと約2,200本でございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「反対討論」の声あり）討論。（「はい」の声あり） 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 129号の議案に対して反対の立場から討論させていただきます。 

  先ほど現地調査した際にそのようなことが起きまして、前議員の必携の中にも批判、監視と

いう言葉が出てきました。我々はこの執行部を監視する役目にあります。と同時に、今月に

入ってから私と、議員もそうなんでしょうけれども、ボーナスをもらって云々かんぬん、い

ろんなことを言われています。もちろん住民の方たちから、逆に私たちは監視をされており

ます。今回、現地調査によってこのような形が出ましたので、復興工事云々、当然課長は大

変な思いで進めていると思います。今回の現地調査に行かせていただいた議長に感謝しなが

ら、本129号提出の時期に関してのみ反対させていただきます。 

  これで反対の討論とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 討論が出た場合はなるべく賛成討論もしたいなと思っておりますので、

私は賛成の立場から討論させていただきたいと思います。 

  議案第129号を否決するということがどういうことかというのを、議員の各位にはお考えい

ただきたいと、その一言で済むことでもあるのかなという気持ちもいたしますけれども、監

視、批判というものは議会の権能として必要な部分でもございますが、その前段に正しく批

判するということがあると思います。防潮堤ができないことで直接的に損害を被るのは紛れ

もなく町民であろうと思いますので、私は第129号は原案どおり可決すべきと考えます。 
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○議長（三浦清人君） それでは、討論を終結いたします。 

  これより議案第129号を起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（三浦清人君） よろしいです。 

  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１０ 議案第１３０号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第10、議案第130号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第130号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成29年度津ノ宮漁港海岸防潮堤災害復旧等工事に係る工事請負変更契約の締結に

ついて、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、

議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第130号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、29ページ、仮契約書をごらんください。 

  工事名、平成29年度津ノ宮漁港海岸防潮堤災害復旧等工事。 

  工事場所は、南三陸町戸倉、津の宮漁港内です。 

  また、現場に隣接いたします水産加工場から、カキやワカメの加工作業の繁忙期となります

秋から春にかけて、午前中の工事自粛の申し入れがあり、工期を１年延ばし、令和２年12月

18日までといたします。 

  27ページに主な変更内容、変更額等を記しています。 

  査定番号6152号並びに新設の防潮堤工事について、生コンクリート供給プラントであります

戸倉地区生コンクリート仮設プラントの事業終了に伴い、いわゆる復興生コンから通常の生

コンクリートに変更したことにより、9,700万円の減額となります。 
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  28ページは工事平面図です。各施設の位置等をご確認願います。 

  以上で細部説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。10

番髙橋兼次君。 

○10番（髙橋兼次君） 今の説明、この復興生コンと通常生コンのその内容というか、比較を説

明願います。 

○議長（三浦清人君） 技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 復興生コンは、いわゆる災害復旧工事で大量の

生コンクリートを使用することから、それまでのプラントでは数が足りないと、供給量が足

りないということで、生コン業者の皆様と宮城県とが相談した上で緊急的に期間を区切って

そういうプラントをつくったと聞いております。したがいまして、期間限定となりますので、

そのプラントの設置費用等々も踏まえた形で、生コンクリートの供給単価がかなり通常の生

コンクリートプラントからの供給される額に比べると高くなっていたというものでございま

す。 

○議長（三浦清人君） 10番髙橋兼次君。 

○10番（髙橋兼次君） こういう切りかえができるんであれば、今後も安い通常のものを使えば、

あと安く仕上がらないんですか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） ちょっと時間が前になりますけれども、震災当時、各地区で復興事

業で生コンを大量に使うということが想定されておりました。しかしながら、既存の生コン

のプラントだけでは当然賄いきれないので、時間的な部分もございますけれども、もし可能

であれば県外または地区外からもということで、いろいろ県内、県庁も含めて相談をしてい

たんですが、どうしても無理があるということで、当地方ですと戸倉、それから本吉の二十

一浜、それから気仙沼市の大島に臨時のプラントをつくりました。これは一般市場に供給す

るものではなくて、特定の指定をされた工事にのみ供給ということでございます。ですから、

プラントをつくる前に工事場所の指定がございました。その中で、プラントに一番近いこと

もありまして、当町では津ノ宮漁港の防潮堤の復旧工事には使うということで、プラントの

完成してから閉めるまでの間の全体の供給量が設定されてございます。多分１カ所４億円ほ

どプラントの設置にかかったと思いましたので、それを単純に供給量で割り込んだのが単価

でございますので、通常ベースより１立米当たり２万円前後高いものとなってございます。
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これは当初の設置する契約の中で、町の工事は津ノ宮漁港にのみ供給することになっていま

すので、今回の工事に当たりまして、当初から復興プラントを使った単価を使わせていただ

いています。ただ、残念ながら当初予定したよりも工期が長くなったものですから、プラン

トの設置期限を過ぎてしまったわけですね。なので、ここは通常のプラントから、時間はか

かっても供給いただいて工事を進めざるを得なくなったということでございますので、その

分の差額が、既に使った分からここの残工事の分の差額分だけ減額させていただくというこ

とになりましたので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第130号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１１ 議案第１３１号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第11、議案第131号工事請負変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第131号工事請負変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、平成29年度藤浜漁港防潮堤設置工事に係る工事請負変更契約の締結について、南三

陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決

に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港担当）（田中 剛君） 議案第131号の細部についてご説明します。 

  議案関係参考資料２冊のうち２、32ページ、仮契約書をごらんください。 

  工事名、平成29年度藤浜漁港防潮堤設置工事。 
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  工事場所は、南三陸町戸倉、藤浜漁港内です。 

  また、工事中の漁港への侵入確保のため地元から仮設道路整備の要望をいただき、その施工

のため工期を３カ月延ばし、令和２年３月27日までといたします。 

  30ページに主な変更内容、変更額等を記しています。 

  防潮堤工事につきまして、被覆ブロックを現場打ちから工場製品に変更することにより、

3,000万円の増額。仮設道路を新たに施工することにより、1,300万円の増額。 

  以上、合計4,300万円の増額です。 

  31ページは工事平面図です。各施設、施工箇所の位置等をご確認願います。 

  以上で細部説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。（「なし」の声あ

り） 

  質疑に入りましたけれども、ないということでありますので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  なければ、討論を終結いたします。 

  これより議案第131号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１２ 議案第１３２号 業務委託変更契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第12、議案第132号業務委託変更契約の締結についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第132号業務委託変更契約の締結について

ご説明申し上げます。 

  本案は、志津川地区において進めている志津川復興拠点連絡道路等整備事業他業務に係る業

務委託変更契約の締結について、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例に基づき、議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 
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○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） それでは、議案第132号業務委託変更契約の締結についての細

部説明をさせていただきます。 

  議案関係参考資料２冊のうち２の33ページ、34ページをごらんください。 

  平成25年11月、独立行政法人都市再生機構と委託契約を結び業務を進めてまいりました志津

川復興拠点連絡道路等整備業務に関し、今般、事業完了に伴う事業費の精算をしたいため、

議会の議決に付すものであります。 

  確定契約ということであります。 

  既決の契約金額から３億3,533万2,872円を減額するものであります。 

  なお、本業務委託期間は来年３月31日までといたしておりますが、現場の工事は今月までに

完了いたしております。 

  復興拠点連絡道路は、志津川地区に整備した高台の３団地を結ぶ町道として、車道幅員７メ

ーター、施工延長2,360メートルの路線を整備。また、高台避難道路については新しい志津川

市街地と志津川東団地エリアを結ぶ町道として、車道幅員８メーター、施工延長635メーター

の路線を整備したものであります。 

  本業務に関しましては皆様篤とご承知のとおり、車道部分が完成した工区から順次引き渡し

を受けまして、供用を開始してきております。連絡道路に関しましては、国道45号から志中

大橋までの区間を平成29年１月から供用開始。その後、平成30年４月には東団地から国道45

号までの区間の供用を開始。最終的に本年４月、西団地から国道398号までの区間の供用を開

始しております。高台避難道路につきましては、昨年４月から供用を開始しております。 

  変更契約の減額の要因についてでありますが、まず工事費の減額１億1,500万円についてで

あります。これは設計・施工一括発注方式、いわゆるＣＭ方式を採用している性格上、当初

及びその後の変更契約においては、各契約時点における各公共機関が調査・公表している労

務単価や資材価格等をベースとして、将来的な労務費や資材価格等をデフレーター、価格上

昇率の推計値ですね、これを用いて推計し計算した上で概算価格をはじき出し、委託費概算

額として契約してきたというものでございます。 

  今般、業務完了に際し、実際にＣＭＪＶが下請け業者と契約し支払った工事費の額が原契約

で想定した概算額よりも約１億1,500万円ほど下回った、言いかえれば、物価高騰による影響

額が予想を下回ったということでございます。ちなみに、原契約における物価高騰による影

響につきましては、当初契約時、平成25年時を100とした場合、平成31年度、令和元年度です
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ね、までの加重平均でプラス13.9％ほどの影響があるのではないかと見込んでおりましたが、

今般、精算額からひもといてみますと、その影響額、上昇率はプラスの10.4％程度に収まっ

たものと考えられます。 

  次に、諸経費１億8,500万円の減についてであります。前回の変更契約では、昨年12月でご

ざいますが、工期を２年間延伸したことに伴いまして、ＣＭＪＶの経費、施工体制確保の費

用及び安全費、共通仮設費などを、それまでの実績等をもとに増額いたしております。その

経費率を87％ほどと見込んでおりました。今回、工事完了に伴い、実際にＣＭＪＶが要した

経費や下請け業者への支払額をもとに精算したところ、諸経費率は79％程度でありました。

想定よりも８％、８ポイントほど実際にかかった諸経費の額が低かったことから、今回、そ

の分を減額するというものでございます。 

  なお、具体の減額の内容といたしましては、ＣＭＪＶとのマネージメントに関する費用、い

わゆる人件費の減や専門業者の事務所費や工事車両運搬費等の管理費の減あるいは誘導員の

減などであります。 

  ３点目、調査設計費の減、3,500万円の減についてであります。これはＵＲが行っている工

事費の積算業務費用の減、そして測量、くい打ちといった業務に関し、実績に照らし減額。

さらに、ＵＲ経費に関しまして実事業に照らし減額。そして、団地の流末施設整備費の減な

どで、都合3,500万円の減というものでございます。 

  これ以外にも変更要素はございましたが、これらの変更要因も加味し精算した結果といたし

まして、３億3,533万円余りの減額ということでございます。 

  35ページ、36ページには変更仮契約書の写しを添付しております。 

  以上で細部説明を終わります。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。１番須藤清孝

君。 

○１番（須藤清孝君） １点確認させていただきます。 

  高台移転とか市街地の整備、次々精算の終わったところもあれば、まだ終わっていないとこ

ろもあろうかと思いますが、この市街地整備とか高台移転するときに、沼田地区であるとか、

あと、ちょっと私全部までは把握していませんが、城場地区だったりとか、個人の家庭の、

要は家屋とか個人の資産に当たるものに影響を及ぼしてはいけないということで、事前に家

屋調査をして、工事が完了後にもう一度照らし合わせて、何かが影響を及ぼした場合は補償

しますみたいなお話があったと思いますけれども、その事例としてその影響が出たみたいな
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話というのは実際はございますでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） １番議員がおっしゃるとおりでございます。工事エリアに近接

している家屋につきましては、基本的に事前に説明をした上で家屋調査をさせていただいて、

ほぼその隣接のエリアの工事が終わった段階で事後の調査ということで対応しておるところ

でございます。具体にといった部分につきましては、今のところ確定的なところはないんで

すけれども、ただ数も結構ありますので、例えばちょっとクラック入ったようなんだけれど

もとかという部分については、当然調査をいたしまして、必要に応じてその所有者様とお話

をした上で、いわゆる補償というような対応をとらせていただいております。全くゼロかと

いうと、今ちょっと頭の中では数件はそういう対応をとらせていただいたところはあるなと

思っております。 

○議長（三浦清人君） 須藤清孝君。 

○１番（須藤清孝君） この調査をするときに、個人のおうちによってはプライベートの見られ

たくないところまで、詳細に結構きちんと調査していただいてという思いをしながらも、了

解を得てやられたと思うんですけれども、そこまでしていただいたので、何かあれば最後ま

できちんとやっていただきたいと思いますし、それも含めて精算に入るんですよね。であれ

ば、そこまでしっかりお願いしたいと思います。お願いします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） まず工事がおおむね完了した段階で、調査したいと思うんだけ

れども調査は必要ですかという投げかけをいたします。調査は要らないですと、不要ですと

いう方に対してはいたしません。ただ、ちょっと見てほしいわと、見てほしいんだけれども

という場合はしっかりと丁寧に確認をさせていただくということでございます。ただ、当然

プライベートな空間でございますので、そこに常識的な配慮は当然必要だと思っております。 

  あと、これまで東団地とあと西団地につきまして、団地の業務委託契約について完了という

ことでございますが、まだ中央団地については残っております。あと、市街地の部分も工事

の確定契約がまだでございますので、そういった中で丁寧に対応していければなと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） ほかに。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 何点かこの高台の復興道路に関してお聞きしたいと思います。 
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  この道路の整備に関しては、高台の人たちの、例えば学校とか、あと地域間の交流の中でや

っぱり道路が整備されたと思うんですが、どうしてもこの道路整備に関しては上り下りがあ

ると。そういったことを考えていくと、高齢者にとっては結構なかなか大変な問題だと思う

んですけれども、こういった道路の地形に関して、町というか町民のほうから何か苦情みた

いなものはあるでしょうか。 

  そして、沼田地区に当たっては、沼田の集会所の前の交差点があるんですけれども、あそこ

の交差点の停止線が奥まったところにあって、警察署のほうの取り締まりがあって、あそこ

で結構一時停止違反ということで捕まったりしているんですが、そういった状況を考えてい

くと、道路の設計の計画に関してちょっとその辺、落ち度があったのではないかなというよ

うな気もします。 

  初めに、高齢者の足の対策として、この道路を利用する方にどういった対策をとっているの

か。あと交通事情に関しては上り下りの凍結、そういった事故が今まで発生したことがある

のか。その辺、お知らせください。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 確かに勾配は、高低差がございます。ただ、これは起終点とい

いますか、例えば今議員のご質問、ご指摘がありました沼田のふれあいセンターのあたりか

一番東の団地が高いのかなと。ただ、一方で国道45号のあたりが一番低いのかなと。要は起

終点が決まっている中で、本当に緩い団地を結ぶ道路というのはなかなかできかねるという

ことは言えるかと思います。町といたしましては、当然道路構造令等に準拠いたしまして道

路の縦断勾配も決定いたしておりますので、地形的にやはりこの上り坂、下り坂というのは

ある種やはり甘受しなければいけない部分なのかなとは、僭越ですけれども、思っておりま

す。 

  あと、苦情とかはということなんですけれども、当課に直接的な苦情はいただいておりませ

んが、確かに高齢者の方が買い物袋を提げて歩いているところを私も何度も見たことはござ

いますので、全く声がないから全然オーケーだと思っているという認識ではないということ

はお伝えさせていただきます。 

  あと、一時停止の違反と、多分こちらのほうから行ってということかと思うんですけれども、

その部分につきましても、何もうちとして道路の設計の落ち度ではございません。連絡道路

の直近に一時停止の線というふうにラインを引くということではなくて、若干下がった部分

にということで、何らの問題もないというふうに考えております。 
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  あと、凍結等の事故ということでございますけれども、まだできて数年でございますので、

今後の部分はちょっとわからないんですけれども、例えばスリップ等で重大事故が発生した

ということは今のところございません。 

  私からは以上です。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 高台と都市部を結ぶ高齢者の足というご質問でございましたが、東

団地につきましては、ご存じのとおりＢＲＴ路線で中央団地の入り口あるいはさんさんの近

くの志津川駅まで、25往復ほどですか、足としては確保されています。乗り合いバスにつき

ましても20便ぐらいがこの東団地付近に停車するということで、ほかの地域の方々から比べ

れば非常に利便性の高い足を確保されているという地区でございます。ただ、そうしても、

そのような形になっても、足がない足がないというお話はよく聞きます。町とすれば、現在

入谷地区で、先月ですか、立ち上がりましたカーシェアリング、そういった地域の支え合い

のもとでドア・ツー・ドアの環境を作り出すのも一つの手なのかなということで、来年度以

降、公営住宅などを、そういった試験的にカーシェアリングの組織を立ち上げてはどうかと

いったような部分も町としては少し考えていく予定となっております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） この道路に関しては、若い人たちは車の運転をするので結構便利に、高

速に乗ったり、いろいろ利用しているようですが、やっぱり高齢者の方が自分たちの時間の

サイクルの中で巡回バスとかＢＲＴを使っていくには、やっぱり苦情が出る部分というか、

箇所もあると思います。しかしながら、その辺はある程度住民の我慢も必要なのかなと。あ

と役場のほうでも周知して、とりあえずこういった方法がありますよとか、あとは支援員の

方が聞いて何が不便ですかというような、高台に住む高齢者、そしてひとり暮らしの方の生

活の確保のために、その心配を取り去ることも町のほうの仕事だと私は思います。高台横断

道路、これに関しては、できたら便利という声が若い人たち、そして高台に住む人たちにと

っては、そういった声がやっぱり多く聞かれます。そういった中で、東浜団地のほうは高齢

者、東団地は高齢者が多いので、その辺は役場のほうでもその辺もうちょっと頑張って、い

い対応をできればしてほしいと思います。とりあえずこれは災害公営住宅の皆さんの意見で

すので、とりあえずそれをできるだけ不安を解消するような活動を、町としては今後も重々

気配り、心配りをして改善していってほしいと思います。 

  終わります。 
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○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。１点だけ私のからはお伺いいたします。 

  復興拠点連絡道路と高台避難道路２本、もう１本道路があると思うんですけれども、それは

避難道路になっていないのかどうなのか。３本あると私は認識しております。そこで、前者

も申し上げておりますけれども、３本目の道路は杉林に囲まれて、これから冬場は特に大変

になっていますので、連絡道路だけではなくて、一番下の、ここには書いていないんですけ

れども、その辺の冬期利用の不便さが出てきますので、その辺も考慮をお願いします。 

  またそれが載っていないんですけれども、これは載せていないのかどうなのかお伺いします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 大変恐縮でございます。本業務はＵＲに業務を委託しています。

34ページ、この赤で着色した復興拠点連絡道路と高台避難道路の２路線でございまして、大

変恐縮でございます、もう一路線というのはちょっとわかりかねますので、教えていただけ

れば何とか答弁いたします。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） １点だけ伺いたいと思います。 

  この連絡道路が立派にできて、これにはないんですけれども、そこで伺いたいのは、西団地

のできたところから田尻畑のほうに抜ける道路、今後そこをある程度通りやすくしておくと、

生活の利便性がより確保できると思うんですけれども、当局としては今後この水尻川のほう

まで抜ける道路の整備の必要性を感じているかどうかだけ伺っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 震災前からもそうですし、現在もそうなんですが、建設課にいただ

く要望で一番多いのは当然道路整備でございます。いずれ要望をいただく路線については、

当然必要性はあるということで皆さんご要望していただいていますし、我々もそうは思って

いるところがございます。ただ、問題はやはり限られた財源と人材がございますので、やは

り緊急性ということで、やはり集中と選択をやらざるを得ないというのが実情でございます。

あればいいなという思いは共有してございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 
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  これより議案第132号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１３ 議案第１３３号 町道路線の認定について 

○議長（三浦清人君） 日程第13、議案第133号町道路線の認定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第133号町道路線の認定についてご説明申

し上げます。 

  本案は、戸倉長清水地区清水橋の完成に伴う新たな町道路線の認定について、道路法第８条

第２項に基づき、議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、議案第133号の細部説明を申し上げます。 

  今、町長が申し上げましたとおり、長清水地区では長清水川のバック堤工事を実施してござ

います。このうち、右岸に清水寺、お寺さんと、もう１軒民家がございました。震災前はそ

れぞれ橋を有しておりまして、それぞれそこを利用して出入りをしていたわけでございます

けれども、今回バック堤の工事をすることに当たりまして、その２本の橋の撤去が必要とな

りました。そこで県のほうでは、機能補償ということで橋を新たに設置したわけでございま

すけれども、橋の長さが50メーターを超えるという橋でございます。当然、個人では今後管

理することはほぼほぼ不可能ということでございまして、県とも協議いたしまして、この橋

を含めた部分を町道として認定し、これまでどおりの通行を確保するという内容でございま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。11番星 喜美

男君。 

○11番（星 喜美男君） 確認いたします。 

  この、どっちが起点か終点かわかりませんが、橋でストップしておりますが、その対岸に渡

った、道路があって、多分これは河川の部分の県が管理しているところだと思うんですけれ
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ども、この辺が例えば決壊とかした場合の改修などは県がやることになるんですか。 

  それと、これを町道として組み入れていたほうがよいのかなという感じもするんですが、い

かがですか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 右岸側の部分についてはバック堤の中を町といいますか、もし町道

にすればですけれども、町が占用する形になります。底地はあくまでも県でございますので、

今回橋まで町道認定をいたしますけれども、そこの大もとの部分の管理は県ということでご

ざいまして、大変恐縮なんですが、もし路面等が傷んだ場合は、申しわけございませんが個

人のほうで対応をお願いできればというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 星 喜美男君。 

○11番（星 喜美男君） そこまで町道を延長するということは不可能なことなんですか。個人

がするとなると大変だと思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 多分、橋を渡ると左右に分かれて、右側がお寺さん、それから左側

が個人の方ということになるかと思います。非常に悩ましいんですけれども、もし右側に行

けば利用者はお寺だけと。お寺の参道を町が管理するのかということになるかと思います。

それから、左は１軒のための、この辺で言うジョノグズを町で管理をするのかということに

なりますので、できれば、町のほうの考えは橋までにとどめたいという考えでございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第133号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１４ 議案第１３４号 町道路線の変更について 

○議長（三浦清人君） 日程第14、議案第134号町道路線の変更についてを議題といたします。 

  説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第134号町道路線の変更についてをご説明
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申し上げます。 

  本案は、宮城県が施工する志津川道路改良工事の進捗に伴う町道路線の起終点の変更に関し、

道路法第10条第２項に基づき、議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、議案第134号について細部説明を申し上げます。 

  変更になります路線は、汐見廻館前線でございます。震災前は国道398号から駅前を通って

町道につながるという路線でございました。ご存知のように、震災後、それぞれ区画整理、

それから公園整備によりましてルートが変更になってございます。 

  議案参考資料２冊のうちの２の40ページをお開き願いたいと思います。 

  非常に見にくい図面で恐縮でございますけれども、右側、下から上に伸びておりますのが国

道398号でございます。今回、これまでの路線が青色で表示をさせていただいてございます。

今回変更になる部分が赤で表示した部分でございます。本来であれば青の部分、そのまま真

っすぐ右側に行きまして、国道398号に震災前は行ってございました。 

  前回の町道路線の見直しに当たりまして、既にバック堤の工事エリア、それから398号のエ

リアに入っている部分は廃道としてございます。その後、登米市側のほうから接続道路が完

成いたしまして、その部分が赤色の部分になってございます。 

  41ページをお開き願いたいと思います。 

  もう少し大きい図面でご説明申し上げます。横長に見ていただければわかりますけれども、

右から左に載っております部分が震災前の町道の部分、国道398号からちょうど真っすぐ駅前

に抜けている部分にございます。現在ここの部分はなくなっておりますけれども、改めて新

しい398号が登米市側にできてございます。398号との交差点を起点といたしまして、ちょう

ど切れていますのが震災復興祈念公園の区域までを、区域の境界を終点とする区間について

今回変更して、認定をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。７番及川幸子

君。 

○７番（及川幸子君） １点お伺いいたします。 

  祈念公園の中に道路が１本できるというのとこの路線は全く別物なのか。祈念公園の中の道

路、避難道というのはどの辺あたりにつくのか。ご教示お願いいたします。 
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○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 398号から終点まで行くと、ちょうど祈念公園の入り口に当たりま

す。多分、そこに広い広場がありまして、ＪＲ敷地側を道路が走っていくんだろうと。直接

対面に同じような道路は位置していないというふうにご理解いただければと思います。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） そうすると、祈念公園の中の避難道路というのはこれ１本だけというこ

との理解でよろしいでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） これは管理上の一つの制限がございまして、都市公園内に町道を認

定することは不可能でございまして、あくまでも園路ということでの敷地内の道路の位置づ

けでございますので、あえて町道に認定する必要はないものというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第134号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１５ 議案第１３５号 町道路線の変更について 

○議長（三浦清人君） 日程第15、議案第135号町道路線の変更についてを議題といたします。

提出者の説明、町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第135号町道路線の変更についてをご説明

申し上げます。 

  本案は、町道スポーツ交流村線道路改良工事の完成に伴う町道路線の起終点の変更に関し、

道路法第10条第２項に基づき、議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、議案第135号の細部説明を申し上げたいと思います。 
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  議案関係参考資料２冊のうち２の43ページをお開き願いたいと思います。 

  今回変更する理由なのでございますが、スポーツ交流村線の工事がおかげさまで終了してご

ざいます。このため、周辺の道路網の再見直しをするものでございます。 

  43ページは、東山団地１号線の変更を示したものでございます。大変見にくくて恐縮でござ

いますが、これまでの団地１号線は青で示した部分になります。新しい団地１号線につきま

しては、東山中央線からこれまでの向かい側の交差点までの区間、約136メーターを認定する

ものでございます。 

  次ページ、44ページをお開き願いたいと思います。 

  これまでのスポーツ交流村線の起点につきましては、ちょうど役場の庁舎と郵便局の交差点

のところから西側を左折いたしまして、病院の南側の職員駐車場の交差点までがこれまでの

スポーツ交流村線でございました。今回、工事によりスポーツ交流村線の起点を役場庁舎と

病院、それから保健センターの付近の交差点にし、終点はこれまでどおりという形で管理を

しやすくしたものでございます。 

  以上で細部説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第135号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。再開は３時15分といたします。 

     午後 ２時５５分  休憩 

                                            

     午後 ３時１３分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

                                            

     日程第１６ 議案第１３６号 公の施設の指定管理者の指定について 

     日程第１７ 議案第１３７号 公の施設の指定管理者の指定について 

○議長（三浦清人君） 日程第16、議案第136号公の施設の指定管理者の指定について、日程第

17、議案第137号公の施設の指定管理者の指定について、お諮りいたします。以上本２案は関
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連がありますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本２案は一括議題とすることに決定いたしま

した。 

  なお、討論、採決は１案ごとに行います。 

  提出者の説明、町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま一括上程されました議案第136号公の施設の指定管理者の指定

について並びに議案第137号公の施設の指定管理者の指定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、令和２年４月１日からの５年間、南三陸町野営場並びに南三陸町神割観光プラザを

管理する指定管理者を指定したいため、議会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明、企画課長。 

○企画課長（及川 明君） それでは、議案第136号並びに議案第137号、指定管理者の指定につ

いて説明させていただきます。 

  最初に、私のほうからは選定経過などを説明し、業務の概要等につきましては商工観光課長

より説明いたします。 

  議案関係参考資料45ページをごらんいただければと思います。 

  指定管理者制度につきましては、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するた

め、民間事業者の能力を生かしつつ、サービス向上あるいは経費の削減などを図る目的で、

公の施設の管理をゆだねる制度となっております。 

  本町では、この指定管理者制度を実施している公の施設は現在のところ６つの施設がござい

ます。今年度で指定管理期間が満了となる野営場、そして神割観光プラザの２つの施設につ

いて、これまでと同様に効率的な管理を図る観点から、２つあわせて管理者を公募したもの

でございます。 

  選定に至る経過につきましては参考資料に記載のとおりでございますが、応募には１事業者

がありました。審査につきましては、民間委員２名を含む10名で構成しております指定管理

者審査委員会にて平等な利用の確保、経費的なメリット、地域振興への寄与までの８つの審

査項目で審査をいたしまして一定の基準を満たしたことから、候補者として決定したもので

ございます。 
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  なお、審査の結果につきましては、既にホームページで公表いたしております。 

  私からは以上です。 

○議長（三浦清人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） 引き続きまして、私のほうから指定管理の業務内容について細

部説明をさせていただきます。 

  当該両施設につきましては平成18年度より指定管理者制度を導入いたしまして、今提案で３

度目の更新となります。 

  企画課長よりご説明いたしましたとおり、新たな指定期間は令和２年度から令和６年度まで

の５年間となります。現指定管理者である一般社団法人南三陸町観光協会を引き続き候補者

としたいというものでございます。 

  指定管理の業務内容につきましては、野営場条例第４条並びに神割観光プラザ設置及び管理

条例第４条の規定に基づきまして、主な業務として一般キャンプ場、オートキャンプ場、神

割観光プラザを初め施設全体の維持管理を含む運営業務、キャンプ場施設、観光プラザ、多

目的ホールの利用許可申請の受け付け及び許可並びに利用料金の収納業務、あわせて施設内

にございます付帯施設となるシャワー料金等の収納業務を行ってございます。さらに観光案

内業務などを行いまして、指定管理業務としているところでございます。 

  なお、現指定管理業務からの変更点はございません。また、指定管理者につきましては、神

割キャンプ場が設置以来50年となります。神割観光プラザについては25年が経過しており、

施設の老朽化が進む中にあって、さらに屋外施設であるということもあり天候の影響を受け

やすいといいながらも、インターネット、ホームページやＳＮＳなどを活用した情報発信、

準備不用で楽しめる手ぶらでキャンプなど、さらに自主事業でありますレストラン事業、地

域イベントとの連携、参画など創意工夫をもって取り組んでいただいておりまして、利用者

も順調に推移しているところであります。 

  簡単ではございますが、私からの細部説明とさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。２番倉橋誠司

君。 

○２番（倉橋誠司君） 今、商工観光課長のほうからも説明がありましたが、利用者の推移、数

ですね、利用者数の推移は順調に伸びているということでしたですけれども、何人ぐらい利

用されているのか。年間で言っていただいたほうがいいかもしれませんけれども。 
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  それと、手ぶらでキャンプとかそういったアイデアもあるわけですが、またこの機会に何か

新しいアイデアを出していただいて、神割崎一帯をますます活発に、もっと活発にしていた

だきたいなという思いがあるんですけれども、観光協会は若い方が多いので、頭も柔軟な方

だと思いますね。積極性もあると思います。ですからアイデアを出していただきたいんです

けれども、何かさらにイベントであるとか催し物をされる考えはあるんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） まず利用の状況なんですが、指定管理者となりまして、全体を

通しまして年間大体１万5,000人平均で利用実績があるというような状況でずっと推移してき

ているという状況でございます。 

  やはりどうしても天候の影響を受けるという部分があって、一昨年あたりは夏場にちょっと

雨が続いたりしたんですが、それでも同じぐらいの人数の利用実績があったということで、

非常に情報発信が上手にできているのかなと、こちらとしては見ているところでございます。 

  なお、今後、来年度から新たな指定管理期間ということになりますので、今回ご決定を賜っ

た後、詳細は当該業者と詰めていくということになりますが、非常にキャンプ場自体の可能

性をいっぱい感じているようでございまして、議員からご質問があったとおり、いろんなイ

ベントとのコラボであったり、またアウトドア志向というのが久しぶりに盛り上がっている

という状況もありますので、そういったところと今度は連携を図りながら、基点として戸倉

地域にそのにぎわいを広げていくような取り組みを今後考えたいと伺ってございますので、

こちらも連携を図りながら進めていきたいと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） ４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 私もキャンプ場をたまに友達と利用したりするんですが、あんまり入っ

ていないのかなというようなイメージがあります。そういった中で、管理委託でもって観光

協会のほうに委託して、私は順調な動きはあると思うのですが、経営的な面を言えば、プラ

ザの経営、そしてオートキャンプ場の経営、それは町で描いた目的、額とかその辺というの

はクリアできているんでしょうか。その辺、まず聞きたいと思います。お願いします。 

○議長（三浦清人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） 議員もご利用されているということですが、シーズンに入りま

すと週末はほぼ予約がいっぱいというような状況でございます。さらに最近はアウトドア志

向の高まりも受けて、現在、キャンプ場自体は４月から11月が開設期間なんですが、冬期の

利用というのも大分見えてきているということで、昨年度あたりから試験的に冬期の利用も
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開始しているというような状況でございます。あわせていろんなイベント等々も、コラボレ

ーションもやったり、キャンプ場自体の感謝祭を開催したりとか、そこから利用の増につな

がるような取り組みをしているというような状況でございます。 

  なお、利用がふえてくれば、必然的に利用料金というのも順調に推移してございます。さら

に指定管理料につきましては、今の指定期間が始まる当時に、年度の管理上限を年間800万円

と設定いたしまして、５年間で4,000万円の債務負担の設定をさせていただいているところで

ございますが、今年度、まだ年度途中でございますが、このままの推移でいきますと全体と

して3,560万円ぐらいで指定管理料がとどまるということでございますので、５年間の取り組

みとして想定した上限額の１割程度の削減は図られたと感じております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 企画課長のほうから、管理委託制度のこれまでの取り組み、これが順調

に推移しているんだと。私が管理委託というような制度の中で初めてかかわったのは、やっ

ぱり今から８年前ぐらいで、やっぱり町の運営母体が各そういった団体にあるということで、

なかなか町の職員だけでは補いきれないということで管理委託制度を始めた経緯があるとは

思うんですが、この管理委託制度、今後まだまだふえるような町の方向の考えなのでしょう

か。なぜかというと、以前だと一般の商店の、会社をやっている方がプラザ、そしてオート

キャンプ場、それを運営してこられました。そして、その方がやっぱり経営者の高齢化とと

もにやめて、どこかいないかということで、私の感じる思いとしては観光協会が委託されて

やったとは思うんですけれども、なかなか地元の商店の勢いが、商店主の勢いが、こういっ

た形で町が管理委託することによって、なかなか地元で大きい事業をする方がどんどんいな

くなって、専業部署だけに動きがあって、それがどうしても町内のそういった組合とか、そ

ういった団体、それを担うような形というのは、私は町的には弱体化しているんじゃないか、

商店主が、それを強く感じます。そういった中で、観光協会がキャンプ場とかプラザとかを

使って売り上げが上がっていったならば、町が整備して今キャンプ場を観光協会がやってい

るんですが、また別なような方法も考えていって、新しい人たちが働けるような形で、こう

いった団体ではなくて、個人が共同してできるような人たちに委託していくと、また新たな

若い人たちの働き場となるのではないかと私は思うんです。だから、管理委託制度が悪いと

言っているのではないんですけれども、もっと町から少し離れた状況の中で管理委託がどん

どん進めばいいと思うんですけれども、町の傘下の中の団体がどうしても管理委託制度にか

かわり過ぎているのかなと私は思うんですが、その辺。 
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  町長、これというのは、管理委託の制度の、町長が進めた考えの中に合致しているような今

の管理委託の運営状況なのでしょうか。その辺、お聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今回の野営場も含めての管理委託ですが、先ほど商工観光課長も答弁し

ていますが、我々が期待している以上の成果を発揮しているということですので、こういっ

た管理委託ということについては我々としても一定の評価をさせていただきたいと思ってお

ります。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 今後の指定管理の制度の導入する施設という部分のご質問でござい

ましたのでご回答させていただきますが、これまでも議会の回答の中で、公民館に指定管理

を導入したらどうかというお話をさせていただいております。ただ、公民館につきましては

地域のいわゆるよりどころとなる施設でありますので、一民間事業者が来てどうのこうのと

いうような、恐らくそういった施設ではないんだろうなということで、地域の方がより有効

的に、効率的に使用できるような導入ができないか、現在も担当課も含めて検討していると

ころでございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 管理委託を受ける方、その辺はずっと、大体１者が決まるとその１者の

中でずっとその管理委託を担っているということ。それは、やっぱりいろんな技術を覚える

ことによって新たなものに展開していくところはいいんですが、新たな参入がなくなるとい

うことは、そういったことをやりたい、新たな考えを持っている、新たな技術・技能を持っ

ている人たちの参入があればもっともっと発展する余地があると私は思うので、その辺が、

今回のこの管理委託制度に手を挙げた方が多分１者かなとは思うんですけれども、その辺、

１者の中で議論していくと、今みたいないつも同じなんだけれどもそこに町の考えと観光協

会の考えが合致していっていくんですけれども、新たなものというのは私はできてこないの

ではないかなというような気がするんですけれども、ちょっとその辺、町のほうでも一方づ

けるような方向ではなく、やっぱり募集をかけても参加できる人はもう限られた数しかいな

いと、南三陸町にいる人とか。やっぱりそれでは新たな展開というのはなかなか難しいのか

なと私は思うんですけれども、その辺、最後にお願いします。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 今回は結果的に１者しか、１事業者しか手を挙げなかったというこ
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とで、逆に、先ほど町長が申し上げましたが、当町の指定管理を導入している５カ所、施設

からすれば６施設なんですが、その中でもいろんな利用者の数あるいは指定管理料が減額さ

れているといったような状況を見ますと、町内でも秀でた管理をやっている事業者であると

いうことは誰もが認めているところなのかなと。結果的にはそういったところに太刀打ちで

きるといいますか、競争できるような事業者の参画は今回見られませんでしたが、いずれこ

れからもまだまだ伸び代が期待できると思っておりますので、今後、５年後にまた同じよう

に公募になるかどうかも含めて、その時点の判断にはなりますが、それなりの管理をやって

おれば、何も２つの事業者で競争させればいいといったものでもないのかなと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 及川です。 

  それでは、この選考経過の中で、課長の説明では審査委員会による候補者の選定で、10名の

委員で選考されたというお話でしたけれども、その10名というのは最初、初年度に始めたと

きの選考委員さんと変わりがあるのかなかったのか。その辺が１点と、それから、この委託

先は観光協会さんで、観光協会さんの職員数32名とありますけれども、町では観光協会さん

にそのほかにも4,500万ほどの総体的でいろんな事業を委託されていますけれども、この

4,000万の今回の委託料の中で、実績報告がどの程度上がってきているのか。実績報告がこの

委託料の何割ぐらいで上がってきているのか、利益がどのぐらい出ているのか、その辺をお

伺いします。 

  それから、やはり、先日実は十三浜回りして通ったときには、休みのせいもあって車もいら

れました。だから、最近は期間を問わないで利用されているのかなと見てきましたけれども、

自然豊かなこの南三陸町で、星空、今時間で夕方閉鎖していると思うんですけれども、冬場

は星がきれいなものですから、そういうふうな利活用を観光面にもっとしていけば、利用者

がふえてくるのかなと思われますので、その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 前回の応募のときと委員の構成が変わっているかということですが、

全体で10名のうち８名が町の職員になっています。委員長が副町長、副委員長が総務課長。

あと、委員としまして当て職で保健福祉課長、農林水産課長、環境対策課長、総合支所長、

生涯学習課長、そして企画課長といったような当て職でやっている部分はほとんど同じかと

思います。ただ、当然５年前と担当課の課長はほとんどメンバーが変わっているものと思わ

れます。 
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  なお、民間の委員２名につきましては、森林組合の副組合長、それと商工会の事務局長と。

この辺も５年前と変わったかどうだか何とも言えませんが、いずれ職員の部分については、

副町長以外は大方変わっているのかなと思います。 

○議長（三浦清人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） それでは職員数の関係でございますが、参考資料の45ページに

職員数32名という記載がございますが、このうち、観光協会の常勤職員は17名でございます。

うち、神割崎の指定管理にかかわる担当者は３名でございます。３名の職員をもって基本的

には運営している。繁忙期と呼ばれる時期には、臨時職員であったりパート職員で対応して

いるというのが実情でございます。年度の指定管理料が大体700万ぐらいでずっと推移してき

まして、本年度は650万円という予算計上をさせていただいているというところでございます。

このほかに、キャンプ場を利用しますと利用料が発生するんですが、大体指定管理を始めた

当初は500万ぐらいだったんですが、昨年度は1,000万円に近い利用料金の収入があったとい

うことで、順調に推移してきているということで先ほども答弁させていただいたところでご

ざいます。 

  それから、まさしく12月から春先までの間というのが、キャンプ場自体は今は休みの期間と

いうことが基本になるんですが、先ほどもちょっと答弁させていただいたんですが、やはり

アウトドア志向の高まりと、それから道具関係の機能がだいぶよくなってきているという状

況もあって、冬場でも十分キャンプを楽しめるという環境ができてきているという状況もあ

って、冬場も楽しみたいんだというようなニーズの声もやはり聞こえてきているということ

でございます。一方で、施設がやはり大分経年しているということもありまして、冬場です

と一番心配なのが水回りということになるんですが、そういったところも今後検討しながら、

冬キャンプといったところも検討していきたいということで、昨年度あたりから年に数日、

12月から３月までの間の土日で１日、２日限定で検証的にあけてみるというような取り組み

をしていますので、今後通年を通した利用というところも次年度以降検討してまいりたいと

考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 年間650万以上にその1,000万という観光料が入ってきているということ

は、徐々にいいほうに推移しているのかなと思われますので、それをもっと工夫して、先ほ

どのように夜でも自然観察ができる、そういう南三陸町のいいところをもっともっとＰＲし

て、冬場でもそういったものができていけるように、そういうものもやっていただきたいと
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思います。 

  それから、震災前に神割崎でやっていた潮騒まつりというんですか、３日間やっておりまし

た。すごくはやっておりましたね。人もにぎわって商店の出店者も多かったので、そういう

ことを引き続き来年度春からでもやっていけるといいなと思いますけれども、各海の物山の

物、いろんな産物を持ってきて、そこで一堂に会してやっていくという方法が望ましいと思

いますけれども、その点、どのようにお考えになっているかお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） ゴールデンウイークの神割崎を楽しんでいただく仕掛け、催し

の一つとして、おっしゃった潮騒まつりというのをやってございました。ご存知のとおり、

震災後は神割崎も周辺施設に仮設住宅等を建設した経緯がございまして、その辺を配慮しな

がらこれまで運営してきたということでございますが、やはりそういった声もあって、数年

前から潮騒まつりを復活させてございまして、今は南三陸町と、それから石巻市北上の業者

の皆さんが任意で取り組みをしていただいているということでございますが、北上の支所と

はその辺の連絡調整も当課のほうでしてございますので、今後またにぎわいづくりの一つと

して取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 何点か伺いたいと思います。 

  今回応募が１者ということだったんですけれども、応募はどのような形だったのか伺いたい

と思います。そこで、以前ですと、当初は何者かあったんですけれども、今回１者というこ

とは、当局としてどうして１者だったのか、そういったところがおわかりでしたら。 

  ２番目なんですけれども、最初、応募のときはプロポーザルでいろいろ、まるで役所の方が

手伝ったような立派な、何ていうんですか、プロポーザルの申し込みで受かったみたいなん

ですが、そこで伺いたいのは、今回、審査委員会で一定の基準を満たしてどのようなあれに

なったということですが、その一定の基準は以前のような努力目標のようなやつが当該業者

から出たのか、そこのところを伺っておきたいと思います。 

  あともう一点は、キャンプ始まって50年、そしてプラザができて25年という、そういう説明

がありました。そこで、ログキャビンなんかも結構老朽化しているみたいなんですが、そこ

でログキャビン等に関しては今後、課長が言ったように詳細を詰めていく段階で検討の余地

があるのかどうか、その点だけ伺っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 
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○企画課長（及川 明君） 最初に応募による選考の中での一定の基準という部分でございます

が、審査の項目自体は議案関係参考資料45ページの中段にあります８つの項目で審査を行っ

ております。それぞれの項目の中で、６段階で評価してございます。配点も平等の確保が５

点、公共性の維持が５点、効用の発揮20点、経費メリット20点、物的能力15点、人的能力15

点、所管課の設定項目として10点、地域振興の関係が10点といったような配点をしてござい

まして、それぞれその中で６段階の採点をしております。そのうち６割の点数、いわゆる全

体で100点なんですが、60点は問題がない程度という合格の一番下のラインと、そこを基準点

としてございます。今回の観光協会さんにおかれましては、10人の平均が76.2点といったよ

うな結果になっております。 

○議長（三浦清人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） 指定管理者の募集につきましては町のホームページと広報紙を

使ってお知らせさせていただきまして、募集を本年の８月15日から開始させていただきまし

て、９月18日から９月30日までの間に応募していただくという内容で周知を図りました。 

  それから、ログキャビンにつきましても、議員お尋ねのとおり、確かに老朽化が著しいとい

うこともありますし、とはいえ実は人気も高いんですね。ということもありまして、今後い

ずれキャンプ場自体の整備というのも、50年も経過しているということもありまして、改め

て検討の余地があると感じてございますので、ログキャビンに限らず全体として検討を進め

てまいりたいと当課では考えているところでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 次に伺いたいのは、課長、６段階等で説明があったんですけれども、そ

の基準となるものが何か資料が出ていたのかどうか。例えば実績報告なり、以前ですとこの

ような形で、地域の人と集客するとか、いろんな努力目標というか、やりたいあれが出てい

たんですけれども、今回そういったものが出ていたのか出ていないのか。例えば入り込み数

とか、キャンプの収益状況の資料をもとに審査をしたのか、そこのところ、点数をつける上

での根拠というか、根拠ではないんですけれども、基準というか、参考になったものがあっ

たのかどうか伺っておきたいと思います。 

  あとキャンプ場の利用なんですけれども、先ほど課長よりキャビンの人気が高いという、そ

ういう答弁がありました。そこで、これは質疑なのであれなんですけれども、私などが思う

には、今地域おこしでやっている、無印とか隈 研吾さんがつくっているボックスだといっ

ぱい高いんだけれども、当町の協力隊員がつくっているのはたしか150万弱ぐらいでだったら
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出せるような、そういうことを取り組んでいるみたいなので、試験的といったらおかしいん

ですけれども、そういったやつをでき得るならばコラボして置いておくのも、キャンプのテ

ントだけではなくて、キャビンとテントの中間みたいな形の利用、行政がやるにはいろんな

基準があるんでしょうけれども、そういったところを取り組んでいくのも一つの方向だと思

うんですが、そういった点に関しても伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 今回の選考に当たっては、１事業者だからといって何か手を抜くわ

けではありませんし、当然、業者のプレゼンテーションを初め、資料としてはこれぐらいの

厚みのある資料で今後５年間の収支計画、そういったものまで含めて提出の上、プレゼンの

後には若干の質疑応答もございましたし、１者であろうが２者であろうがプロポーザルとし

ての選考の方法的には同じような形で実施した結果で、このような採点結果となっていると

いうものでございます。 

○議長（三浦清人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） 議員お尋ねの内容につきましては、実はもう既に検討いただい

ている面もございますし、あとは例えばログキャビンのみならず、例えば熱源にペレットを

活用できないかとか、地域おこし協力隊の皆さんとコラボレーションできるような事業展開

というところも検討の一つとなっていますし、既に神割崎キャンプ場で行われているイベン

トでそういった取り組みをご紹介いただいたときもあったと記憶してございますので、可能

な限りキャンプ場の利用の際に南三陸町の新たな魅力なんかも発信していけるというのは、

非常に町のにぎわいづくりには重要だというふうに思ってございますので、その辺も今後は

意を用いながら進めていきたいと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君、３回目です。 

○９番（今野雄紀君） ３回目。 

  課長より先ほど審査するときの基準ということで、これほど厚いプレゼンの資料をちら見さ

せていただいたんですけれども、もしその概要版みたいなものがあったら、私たちも今後の

参考としていただける、今ではなくても後日でいいんですけれども、そういったことはでき

るのか。それができないときは、私が当課に行って個人的に見せていただきます。そこの検

討をお願いしたいと思います。 

  あと、そのキャビンのあれはもう検討しているということなんですけれども、できれば、オ

ートキャンプは今はやっているのかどうかわからないですけれども、あそこは海がたしか見
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えましたっけ。海が見えるようでしたらそういった配置で、そういった部分にも広げていく

と、利用がもっともっとふえるのではないかと思うので、そういったところもあれしていっ

ていただきたいと思います。 

  あと、熱源としてペレットを使うという、そういう答弁がありましたけれども、昨今、何か

丸太に切れ目を入れたやつ、スウェーデントーチとかというみたいですけれども、そういっ

たやつも結構人気のようなので、いろんな方面で今後詳細を詰めていっていただきたいと思

います。 

  終わります。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 概要版というお話でございましたが、概要版というものは作成して

提出は求めてございませんので、計画書一式という形になるかと思うんですが、そこはあと

担当課の商工観光課とご相談いただければと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかにないですね。（「なし」の声あり） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、初めに議案第136号の討論ないですね。（「なし」の声あり） 

  それでは、議案第136号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第137号の討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより、議案第137号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  お諮りいたします。本日は議事の関係上これにて延会することにしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



３２２ 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本日は議事の関係上これにて延会することと

し、明17日午後１時30分より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。ご苦労さまでした。 

       午後３時５２分  延会 


